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公嘱協会は、官公署等の良きパートナーです

（公嘱協会パンフレット）



（国土交通省資料）



公嘱協会は、官公署等の良きパートナーです

公嘱協会では、官公署から受託した

業務についてDID基準点等を与点とし

て、移動しない構造物に登記基準点を

堅固に埋設し、その登記基準点から一

筆地を測量し、登記基準点と確定土地

の情報を管理しています。

 当協会独自のWEBGISを利用すること

により、基準点情報以外にも、境界点情

報、官民境界、狭あい道路、道路認定

図等の様々なデータの登録・管理を行

うことができます。

６．登記基準点設置とWEBGISによる公共データ管理



（内閣官房資料）



１.土地基本法関係

令和２年３月 土地基本法等の一部を改正する法律が成立し、公布・施行された

土地に関する「基本理念」と関係者の「責務」の規定が見直され、特に「責務」に

関しては「土地所有者等の責務」の規定があらたに置かれ、土地所有者等には

土地の適正な「利用」、「管理」等（登記などの権利関係の明確化、境界の明確化）

に関する責務があることが明記された。

土地基本法２１条に基づく「土地基本方針」が令和２年５月２６日閣議決定された

（以後、令和３年５月２８日、令和６年６月１１日に変更の閣議決定がされた）

地籍調査の円滑化・迅速化についての具体的な方向性も明示された。



２.国土調査法関係
土地基本法の一部改正及び土地基本方針を踏まえて、令和２年度を初年度とする

第７次国土調査事業１０箇年計画の策定を受け、国土調査法においては、地籍調査

等に関する事務の取扱等について、新たに「街区境界調査成果」（地籍調査の途中

成果である官民境界の先行調査の成果）に係る特例（国土調査法２１条の２）の規定

設けられ、令和２年９月２９日から施行されている。

（国土交通省地籍調査Webサイト）



２.国土調査法関係
令和６年「地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令」により、「土地境界の

みなし確認制度」（無反応土地所有者への対応）が創設された。



３.表題部所有者不明土地の登記及び管理の
適正化に関する法律関係

所有者不明土地の解消に向けた直接的な施策として、所有者不明土地等の推進に

関する基本指針を踏まえ、「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱について」令和２年１０月３０日付

け法務省民二第７９６号法務省民事局長通達により、いわゆる表題部所有者不明

土地解消作業が実施されている。

また、「特定不能土地等管理者等から売買等により所有権を取得した者による自己

を表題部所有者とする表題登記の取扱いについて」令和４年４月１日付け法務省民

二第５２３号法務省民事局長通達は、第７９６号施行通達の一部が整理され、同施

行通達を補うものとして、追加の通達として発出された。



（法務省民事局資料）



（法務局資料）



（法務局資料）



（法務局資料）



（法務省民事局資料）



４.土地家屋調査士法関係
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律が令和２年８月１日から

施行され、改正された土地家屋調査士法第１条において、「土地家屋調査士は、

不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、

不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資すること

を使命とする。」と規定されることとなり、専門家としての使命を明らかにする規定が

設けられた。

５.不動産登記法関係
地籍調査における筆界特定制度の活用可能な仕組みとして、地方公共団体が、

筆界特定調査官に対し、一定の要件の下で、筆界特定制度の申請をすることを可

能とする規定（法１３１条２項）が設けられた。（令和２年９月２９日施行）



６.関連通達等
・「土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いに

ついて（街区境界調査成果及び地方公共団体による筆界特定申請関係）」、令和

２年９月２５日付け法務省民二第７４５号法務省民事局長通達及び、「地籍調査を

現に実施している地方公共団体による筆界特定の申請に係る不動産登記事務の

取扱について」同第７４６号法務省民事局民事第二課長依命通知が発出されている。

・令和４年４月１４日付け法務省民二第５３５号法務省民事局長通達及び、同日付け

法務省民二第５３６号法務省民事局民事第二課長依命通知「表示に関する登記に

おける筆界確認情報の取扱いに関する指針」が発出されている。

・令和６年３月２９日付け法務省民二第６７１号により法務省民事局長から、令和７年

度以降の次期地図整備計画の策定に向けて「次期地図整備計画の策定に向けた

基本指針」が通知された。



（法務局資料）

「筆界」とは
境界は「公法上の境界」と私法上の境界」に分類される。

（１）公法上の境界
公法上の境界とは、不動産登記法に規定されている境界を意味する。

※過去に一筆の土地が登記された際にその境を構成するとされた線を「筆界」
といい、不動産登記法では、「一筆の土地が登記された時にその境を構成す
るものとされた２以上の点及びこれらを結ぶ直線」と規定する。(法123条1号)

（２）私法上の境界
隣接地所有者間で合意された境界線（所有権界）、又は、所有の意思を伴う
事実的な支配に基づく境界線（占有界）をいう。

【例】筆界と所有権界

                                         
 ①１０番の土地をＫ１点とＫ２点とを

                                                   直線で結ぶ線で分筆
                                                 

②その後、甲と乙が乙所有ブロック塀
 ラインで境界確認書を締結



筆界の形成の経緯
（１）明治初期の地租改正事業により創設された筆界（原始筆界）
（２）土地区画整理、土地改良、耕地整理等により新たに創設された

筆界（いわゆる後発的原始筆界）
（３）分筆により形成された筆界
（４）その他

国土調査法に基づく地籍調査は、既存の筆界を確認するにすぎ
ず、新たな筆界を創設したり確定するものではない。
（昭和60.1.29前橋地判）

筆界が関わる（登記される）登記実務
・土地に関する表題登記、地積変更・更正登記・分筆登記・地図訂正
原則として、申請（嘱託）又は申出による

・地籍調査事業、土地区画整理事業・土地改良事業等、法務局地図作
成事業、表題部所有者不明土地解消作業等の事業

・筆界特定制度における筆界特定手続



登記所備付地図の現状

■「旧土地台帳附属地図(公図)」と

は、明治時代の地租改正時に作成

された図面が基となっているもの

であり、現況とは大きく異なって

いることもある。

■こうした地域では、土地の境界や

位置が必ずしも明らかではない。

■土地が登記されているからといっ

て、必ずしもその土地がどこにあ

るのか、正確な情報が登記所で記

録されているとは限らない。

全国の登記所に備え付けられている図面のうち、正確な測量に基づき作成された地

図（不動産登記法第１４条第１項地図）、全体の半数程度であり、残りは明治時代に

作成された旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)が大部分を占めている。

（国土交通省地籍調査Webサイト参照）



静岡県の地籍調査の進捗状況

（国土交通省地籍調査Webサイト参照）



法務局地図作成事業と地籍調査事業の役割分担

（法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会資料）





（静岡公嘱だより２０２５．１２特刊号）

土地家屋調査士協会の
地図整備事業への取り組み



「公図」とは
登記所が保管している「旧土地台帳附属地図」

土地の境界や位置、地番などを示しており、「地図に準ずる図面」（不動産登記法
第14条第4項）として扱われている。

登記所に備え付ける土地の図面は、本来、現代の測量技術に基づく精度の高い
図面であることが求められる。

不動産登記法１４条第1項にいう「地図」（法14条1項地図、登記所備付地図）は
法務局地図作成事業、地籍調査等により作成される精度の高い図面である。

しかしながら、全国的に地籍調査を実施するには多大な時間がかかるため、
従来の「土地台帳」にて使用されてきた精度の低い「土地台帳附属地図」を
「地図に準ずる図面」として扱っている。←これがいわゆる「公図」

多くは明治の地租改正の際に作成された「字限図」（改租図）やそれを更生した
「地押図」（更生図）が元になっている。

「公図」という言葉は法令に定義されている訳ではないが、改租図や地押図などを
指して古くから使われてきた用語である。

なお、広義で「法第14条1項地図」と「地図に準ずる図面」を総称して「公図」としている
こともある。



土地台帳附属地図

和紙の土地台帳附属地図（デジタルデータ）

マイラー公図（デジタルデータ）



法務局地図作成事業実施前（地図に準ずる図面）

（法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会資料）



法務局地図作成事業実施後（登記所備付地図）

（法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会資料）



地籍・公図・地図の変遷

■（明治６年）地租改正に伴い作成された「改租図」が基礎

■（明治２２年）更に正確にした「更正図」を基本

■（明治２９年）税務署設置 上記図面は税務所へ移管

■（昭和２５年）土地台帳法一部改正 登記所へ移管

■（昭和３５年）不登法の改正により、土地台帳法廃止

■（昭和３５年）土地台帳と不動産登記簿の一元化実施

■（昭和３５年）法１７条地図を備える旨の規定が設定

■（昭和３５年）土地台帳附属地図は法的根拠失う

■（平成５年）不動産登記法改正 「地図に準ずる図面」

として復活 法的な位置付けが与えられた

ー公図の沿革ー



地籍・公図・地図の変遷
ー地籍調査成果「地籍図・地籍簿」の不動産登記法での取扱い変化ー

地籍調査後、「地籍図・地籍簿」を登記所へ送付

昭和２６年～
国土調査法では登記所に送付されること
しか定められていなかった

昭和３２年～
土地台帳附属地図として差し支えない

昭和２６年～
土地台帳を訂正
（登記簿は訂正されず）

昭和３２年～
土地台帳を訂正した場合には、登記簿も
それに合わせ訂正

昭和３５年～
土地台帳と登記簿の一元化が実施され、
地籍簿は登記簿に直接反映
（「土地台帳法」廃止）

昭和３７年～
不動産登記法に規定する地図とすること
ができる

昭和４６年～
原則として地図として備付けるものとする

昭和５２年～
特別な事情がない限り、地図として備え付
けること

【地籍図】 【地籍簿】



地籍・公図・地図の変遷（まとめ）

（国土交通省資料）



（法務省民事局資料）

地図データの活用 地図データのオープンデータ化



「地積測量図」とは

◆不動産登記令第２条第３号
一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で
定めるところにより作成されるものをいう。

一筆の土地ごとに作成し、地積及び求積方法のほか、境界標の位置や種類

、境界点間の距離、測量年月日なども明らかにされ、不動産登記規則第85条

により、原則として永久に保存され、公共用地の管理、用地取得等に必ず必

要となる境界確認の際の境界（筆界）点を公証する重要な資料なる。

■地積測量図が作成され、法務局に提出される事例

・土地表題登記

・土地分筆登記

・地積変更又は更正登記

・地図又は地図に準ずる図面等の訂正の申出



地積測量図の変遷
地積測量図は、筆界確認の有力な資料であるが、作成された時代により作成方法、

精度に違いがあるため、注意を要する。

① 土地台帳時代（昭和３５年不動産登記法改正前）

② 登記簿と台帳の一元化（昭和３５年から昭和４６年頃）

③ 昭和５２年不動産登記法施行細則改正

④ 平成５年不動産登記法施行細則改正

⑤ 平成１６年不動産登記法改正（平成１７年３月７日施行）

「地積測量図の変遷」一覧表



地図（公図）と地積測量図 ー３つの時代区分ー

□その１（数値資料のない筆界）

・主に公図（土地台帳附属地図）地域

・あくまで地租を徴収するために作られた図面であり、現地を特定する数値や与点は

存在していない

・分筆筆界の公図記入について、公図の精度、分筆時の時代差によって違う

□その２（数値はあるが与点がない、または与点が不明確な筆界）

・土地改良、区画整理、国土調査などの求積記録はあるが、与点が明確でない

・法務局に地積測量図はあるが、与点が明記されていない

・測量図、現地に境界杭があるが、その時代の測量精度、求積方法により地積、辺長

に誤差がある

□その３（与点が明確な筆界）

・与点や引照点が明確であり、かつ座標値によって現地が特定されている地域



地図（公図）と地積測量図 ー３つの時代区分ー

昭和４６年作成の地積測量図例

その２（数値はあるが与点がない、または与点が不明確な筆界）

〔地積測量図の変遷 ②登記簿と台帳の一元化 昭和３５年以降の一元化完了日～昭和５２年９月〕



地図（公図）と地積測量図 ー３つの時代区分ー

その２（数値はあるが与点がない、または与点が不明確な筆界）

〔地積測量図の変遷 ③昭和５２年不動産登記法施行細則改正  昭和５２年１０月～平成５年９月〕

平成４年作成の地積測量図例



地図（公図）と地積測量図 ー３つの時代区分ー

その３（与点が明確な筆界）

〔地積測量図の変遷 ⑤平成１６年不動産登記法改正  平成１７年３月７日～ 〕

平成３０年作成の地積測量図例



◆不動産登記規則第77条第1項
地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない

• 一 地番区域の名称

• 二 方位

• 三 縮尺

• 四 地番（隣接地の地番を含む。）

• 五 地積及びその求積方法

• 六 筆界点間の距離

• 七 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の

 番号又は記号

• 八 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値

• 九 境界標（筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する

標識をいう。以下同じ。）があるときは、当該境界標の表示

• 十 測量の年月日



地積測量図の作成者について

◆不動産登記規則第74条第2項
地積測量図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、
その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。

作成者に対し調査・測量の成果を正確に地積測量図に表示することを要請する

ことによって、当該登記申請の真正さを担保するとともに、その結果に対する責

任の所在を明確にするため、地積測量図の作成者欄の署名捺印すべき者は、

実際に筆界等の「調査及び測量を行った者」でなければならない。

（昭和６１年９月２９日法務省民三第7271号法務省民事局長）

平成17年の不動産登記法改正により分筆する際は、原則分筆しようとする土地
全体の調査測量を実施し、分筆後の土地全筆の求積を行うことになりました。

作成者はその全筆について調査・測量した結果を担保しなければなりません。
そして作成者として押印した者は裁判上も地積測量図に対しての責任を負うこと
になります。



◆不動産登記規則第８５条第２項
２ 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面
を閉鎖しなければならない。
一 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした
場合（変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又
は各階平面図がある場合に限る。） 変更前又は更正前の土地所在
図、地積測量図、建物図面又は各階平面図

(国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理)
◆不動産登記事務取扱手続準則第５７条
登記官は，国土調査の成果に基づく登記をした場合には，当該国土
調査の実施地区内に存する土地について国土調査の成果に基づく
登記をしたか否かにかかわらず，当該登記の前に提出された地積測
量図の適宜の箇所に「国土調査実施前提出」と記録するものとする。

地籍調査と地積測量図



地籍調査と地積測量図

地籍調査前の地積測量図も現在の検証資料として保存されている



国や地方公共団体等が公共測量作業規程等に基づいて実施する
用地測量等の成果について、
国土調査法１９条５項指定による地籍整備への活用を推進

国土交通省 地籍調査Webサイト （http://www.chiseki.go.jp/plan/hojokin/index.html）

１９条５項指定をされると、指定を受けた地図の写しが登記所に送付され、
原則として登記所における正式な地図（不動産登記法１４条１項の地図）と
して備え付けられます。
これにより、測量成果である図面が公的に管理され、成果の散逸がなくなり
ますので、土地境界をめぐるトラブルの未然防止、将来の土地取引や用地取
得の円滑化及び災害時の復旧・復興の迅速化等に効果があります。



国土調査法１９条５項指定制度の活用
地籍整備推進調査費補助金
□地方公共団体や民間事業者等が積極的に１９条５項指定を申請できるようにし、
地籍整備を促進するため、１９条５項指定申請等を行う測量・調査等に必要な経
費を支援するもの

１９条５項指定の要件
□境界に関する測量であること
□国土調査済地域でないこと
□人口集中地区又は都市計画区域内の面積が５００㎡以上
であること

□国土調査と同様な測量手法をとること
□登記をして地積測量図を提出すること

対象となる測量成果
□市街地再開発事業、区画整理事業の実施に伴う測量
□公営団地の建替に伴う測量
□道路、学校、病院等の用地取得に向けた用地測量
□行政管理財産の売却のための測量
□道路寄付申出にかかる測量
□隣接民有地との土地一部交換に伴う用地測量
□地図混乱地域における現況利用状況との整合をはかる登記処理に伴う測量 等





地図の訂正 （不動産登記規則第１６条）

法務局に備え付けられている地図・公図に誤りがある場合は、訂正の申出を

することができる。

■土地の区画に誤りがある

■土地の形状に誤りがある

■土地の位置に誤りがある

■土地の地番に誤りがある

「地図・公図に誤りがある場合」とは

訂正の申出は、誤りのある土地の表題部所有者もしくは所有権の登記名義

人または相続人その他一般承継人がすることができ、土地の区画、位置、

形状、地番に誤りがあることを証明する情報、土地の区画、位置、形状に

誤りがあるときは、土地所在図または地積測量図を提供し、登記官が職権

で手続きを行う。



考えられる原因

Ⓐ地図・公図の作成時より、地図（公図）が誤っている

Ⓑ公図改正の過程で誤ってしまった

Ⓒ分筆などの過程で位置関係などに相違が生じてしまった

Ⓓ土地の一部について、交換などの物件変動が生じているに

もかかわらず、登記に反映されていない など

【例】地図（公図）と現地の利用状況が異なる場合

地図の訂正 （不動産登記規則第１６条）

ⒶⒷⒸについては、地図を訂正することができる。

Ⓓについては、分筆登記などにより、登記を実体の権利関係に合致させる

必要がある。

Ⓓの場合の具体的な手続き例

①交換等した部分を測量して明確にする

②当該部分の分筆登記を申請する

③所有権移転登記の申請をする

④必要に応じ、合筆登記の申請をする



（法務省民事局資料）



共有地の境界確認

■所有権界の境界確認は、和解の合意契約であり、変更行為とされて

いるため、共有地の境界確認は共有者全員で行う必要がある。

■分筆登記や地積更正登記を行う場合の境界確認について、共有者の

一部の所在が不明な場合でも、以下のような場合において、確認し

た境界が筆界と一致しているという登記官の心証形成が可能な場合

は、その境界確認の結果（筆界確認情報の提供）に基づき、分筆登

記や地積更正登記を行うこともある。

【表示に関する登記における筆界確認情報の取り扱いに関する指針】
（令和４年４月１４日付け法務省民二第５３６号依命通知）

https://www.moj.go.jp/content/001372230.pdf

https://www.moj.go.jp/content/001372230.pdf


共有地の境界確認

■共有物に関する行為の種類
（ア）保存行為（民252⑤）

・共有物の現状を維持するような行為。
・他の共有者に不利益が生じないものは各共有者が単独で
行うことができる。

（イ）管理行為（民252①）
・共有物の性質を変えない範囲内でその利用や改良を目的
とする行為。

・共有者の持分価格の過半数の合意で行うことができる。
（ウ）変更行為（民251①）

・共有物の形状や性質の変更を伴う行為。
・共有者全員の合意が必要。

※ただし、令和３年の民法改正により、変更行為のうち形状や
効用の著しい変更を伴わないもの（軽微な変更）に関しては、
管理行為と同じ扱いになり、共有者の持分価格の過半数の合意
で行うことができるようになった。（民252①括弧書）

「共有物」とは



共有地の境界確認
【表示に関する登記における筆界確認情報の取り扱いに関する指針】

（令和４年４月１４日付け法務省民二第５３６号依命通知）

①共有者や未登記相続人の一部の者が、外部的に認識可能な状況で
占有している場合、その者の筆界確認情報の提供（指針３－１）

②共有物を占有している共有者がおらず、合理的な方法で探索して
も、共有者の一部の所在等がわからない場合、その他の共有者の
筆界確認情報の提供（指針３－２）

③共有物を占有している共有者がおらず、合理的な方法で探索した
結果、所在等が判明した共有者のうちの一部と境界の確認が行え
たが、その他の共有者の境界確認を行うことが過重な負担となる
場合、その他の共有者の筆界確認情報の提供（指針３－３）

④合理的な方法で探索してもなお共有者全員の所在等が分からない
場合、明らかに使用収益している者がいればその者の筆界確認情
報の提供（指針３－４）



民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記
事務の取り扱いについて

（令和５年３月２８日法務省民二第５３３号通達）

「共有物の軽微変更」

■共有者が共有物に変更を加える行為であっても、その形状または効用

の著しい変更を伴わないもの（軽微変更）については、各共有者の持

分の価格に従い、その過半数で決するとされた。

■分筆または合筆の登記については、上記の軽微変更に該当し、分筆ま

たは合筆の登記を申請しようとする土地の表題部所有者または所有権

の登記名義人の持分の価格に従い、その合計が過半数となる場合には、

これらの者が登記申請人となって分筆または合筆の登記を申請するこ

とができることとなった。



「筆界特定制度」とは

筆界特定制度は、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、
筆界特定登記官が職権で調査を行い、外部の専門家である筆界調査
委員の意見を踏まえた上で、土地の筆界を現地において特定する制
度。
（不動産登記法123条～150条）

（法務局資料）

筆界特定制度の法的な性質は

（１）筆界特定には、境界確定訴訟のように法的に筆界を確定する効
力若しくは行政庁としての処分（行政処分）は有しない。

（２）筆界特定登記官が申請に基づき、筆界についての公的な認定判
断を示す制度であり、その内容は公的機関が示した筆界の判断
としての証明力（公証力）を有することになるので、土地の筆
界の位置が問題となる様々な場面で、証拠として活用すること
ができる。

（３）筆界特定の内容に不満があるときは、当事者はいつでも境界確
定訴訟を提起することによって、裁判所による筆界の確定を求
めることができる。



（法務局資料）

筆界特定制度の仕組み

筆界特定手続

（１）申請人となれる者

ア 所有権登記名義人等（法131条第1項）

表題登記がある土地については、所有権登記名義人又は表題

部所有者として登記されている者、表題登記がない土地にあ

っては所有者

所有権の登記名義人及び表題部所有者の相続人その他一般承

継人

イ 地方公共団体（法131条第2項：令和2年9月29日施行）

【要件】

・対象土地が当該地方公共団体の区域内に存すること

・対象土地の所有権登記名義人等のうちのいずれかの同意を

得ていること

・求める筆界が法14条1項地図に表示されないものであること



（法務局資料）

筆界特定制度の仕組み

筆界特定手続

（２）筆界特定登記官

筆界特定は、筆界特定登記官が行う。（法125条）

（法務局または地方法務局の長が指定する者）

（３）筆界調査員

筆界を特定するための必要な専門的知識及び経験を有する者の

うちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。（法127条）

→非常勤の公務員

（４）対象土地及び関係土地（法123条3号及び4号）

   対象土地 甲及び乙

   関係土地 Ａ、Ｂ及びＣ

（Ｄは違う）



（法務局資料）

筆界特定制度の仕組み

筆界特定手続

（５）筆界特定手続の流れ

ア 申請（本局筆界特定室または対象土地の管轄する登記所）

イ 資料収集（登記所・都道府県及び市区町村が保管する資料）

ウ 申請された旨の広告・通知

エ 筆界調査員の指定

オ 現況等把握調査

カ 論点整理

キ 手続費用の予納

ク 特定測量 ※キとクは省略する場合がある。

ケ 意見聴取等の期日

コ 筆界調査委員の意見書提出

サ 筆界特定

シ 筆界特定をした旨の広告・通知

ス 管轄登記所へ筆界特定手続記録等の送付



（法務局資料）

筆界特定制度の仕組み

筆界特定

筆界特定登記官は、筆界調査委員の意見を踏まえ、登記記録、地図又は

地図に準ずる図面及び地積測量図等の分析結果や、地勢、地目、面積及

び形状並びに工作物、境界標の設置状況及び設置経緯、その他の事情を

総合的に考慮して筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した 

「筆界特定書」を作成しなければならない。（法143条1項）

また、現地における筆界の位置を示す筆界特定図面により、筆界特定の

内容を表示しなければならない。（法143条2項）

なお、筆界の位置を一定の範囲で特定する場合もある。（法123条2号）



（政府広報オンライン資料）

□筆界特定は、土地所有者などからの
申請に基づいて行われる。

□申請人は、対象となる土地の所在地
を管轄する法務局または地方法務局
の筆界特定登記官に対して、申請書
に必要事項を記載し、必要書類を添
えて申請する。

□筆界特定登記官は、申請に基づいて
筆界特定の手続を開始し、この手続
の中で、土地家屋調査士や弁護士な
どの民間の専門家から任命される筆
界調査委員が調査を行う。

□筆界調査委員は、土地の実地調査や
測量を含むさまざまな調査を行った
上、筆界に関する意見を筆界特定登
記官に提出する。

□筆界特定登記官は、その意見を踏ま
え、様々な事情を考慮して、筆界特
定を行う。

筆界特定手続の流れ概要



（法務局資料）

筆界特定制度の現状
（１）筆界特定には、境界確定訴訟のように法的に筆界を確定する効力

はない。

ただし、公的機関（法務局）が示した判断としての証明力（公証

力）を有しており、筆界特定手続が、登記所及び官公署等にある筆

界に関する資料等に基づいて、専門的知識を有する筆界調査委員の

関与により行われることから、高い証明力を有する資料としての活

用が期待されている。

近年では、境界確定訴訟の前置的な手続きとして利用されるケー

スや、筆界確定訴訟が係属中に裁判所の訴訟指揮により裁判を中断

し筆界特定が申請されるケースが増えている。

（２）さらに、筆界未定の発生防止及び解消を図り、地籍調査の円滑化・

迅速化等に資する観点から、土地基本法等の一部を改正する法律（令

和2年法律第12号）により不動産登記法の一部が改正され、一定の要件

の下、地方公共団体に対しても筆界特定の申請権限を付与することと

された。



所有権界をめぐる境界トラブルは土地家屋調査士会ADRに移行

土地家屋調査士会ＡＤＲは、土地家屋調査士会が運営する制度で、裁判では
なく、土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝
いをすることによって、所有権界に関する問題の早期解決を図る。
裁判の判決のような強制力はないが、和解契約書を履行しなければならない
という法的効力が付与される。



「境界に関する制度の比較」





第７回用地買収問題シリーズ研修会

ご清聴ありがとうございました。

公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

杭を残して悔いを残さず
広報キャラクター

「地識くん」

公嘱協会WEBサイト



公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金六丁目16番10号

TEL：(054)203-6833 FAX：(054)203-6841

E‐mail：shizukyo＠za.tnc.ne.jp https：//www.shizukyo.jp



一般社団法人 静岡県公共嘱託登記司法書士協会

理事長 山﨑 久紀

第７回 用地買収問題シリーズ研修
１．仮登記・地上権の抹消
２．古い抵当権の抹消

令和８年２月１９日
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第７回 用地買収問題シリーズ研修
１．仮登記・地上権の抹消
（１）仮登記の抹消

日本司法書士会 連合会 イメージキャラクター

しほ～しし
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１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

１ 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る
登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条
第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省
令で定めるものを提供することができないとき。

２ 第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権
（始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれる

ものを含む。）を保全しようとするとき。
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１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

１ 第3条各号に掲げる権利（所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、
抵当権、賃借権 等）について保存等（保存・設定・移転 等）があった場合において、
当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報
であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされている
もののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。

［１号仮登記］：実体的な権利変動は既にあった
①登記識別情報（または登記済証）を提供することができないとき。
②第三者の許可、同意もしくは承諾を証する情報を提供することができないとき。

× 農地法の許可が未だ（権利変動は未だ） 〇 農地法の許可証を紛失

4



１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

２ 第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権（始期付き
又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。）を保全
しようとするとき。
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１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

２ 第3条各号に掲げる権利（所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、
抵当権、賃借権 等）について、実体的な物権変動（保存・設定・移転 等）は生じて
いないが、請求権（始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見
込まれるものを含む。）を保全しようとするとき。

［２号仮登記］
   ①将来について物権変動を生じさせる請求権が発生しているとき（売買予約）。

 ②将来において物権変動を生じさせる請求権が始期付または停止条件付、その他
将来確定することが見込まれているものを含む。
 物権変動そのものが始期付または停止条件付のとき（昭37.1.6民甲3289号）。

「所有権移転請求権仮登記」

「条件付所有権移転仮登記」
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１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

２ 第3条各号に掲げる権利（所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、
抵当権、賃借権 等）について、実体的な物権変動（保存・設定・移転 等）は生じて
いないが、請求権（始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見
込まれるものを含む。）を保全しようとするとき。

［２号仮登記］
  ［２号仮登記］ ①将来について物権変動を生じさせる請求権が発生しているとき。

 ②将来において物権変動を生じさせる請求権が始期付または停止条件付、その他
将来確定することが見込まれているものを含む。
 物権変動そのものが始期付または停止条件付のとき（昭37.1.6民甲3289号）。

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 平成5年5月5日 原因 平成5年5月5日 売買

 第5555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ａ太郎

2 条件付所有権移転

仮登記

平成6年6月6日  原因 平成6年6月6日 売買

（条件 農地法第３条の許可） 第6666号

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地

 Ｂ二郎

余白 余白 余白 余白
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１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

２ 第3条各号に掲げる権利（所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、
抵当権、賃借権 等）について、実体的な物権変動（保存・設定・移転 等）は生じて
いないが、請求権（始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見
込まれるものを含む。）を保全しようとするとき。

［２号仮登記］
   ①将来について物権変動を生じさせる請求権が発生しているとき（売買予約） 。

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号

 Ｂ之助

2 所有権移転請求権

仮登記

平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ａ太郎

所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5年5月5日 売買

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

余白 余白 余白 余白
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１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

２ 第3条各号に掲げる権利（所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、
抵当権、賃借権 等）について、実体的な物権変動（保存・設定・移転 等）は生じて
いないが、請求権（始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見
込まれるものを含む。）を保全しようとするとき。

［２号仮登記］
   ①将来について物権変動を生じさせる請求権が発生しているとき（売買予約） 。

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

1 所有権移転 平成5年5月5日 原因 平成5年5月5日 売買

 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ａ太郎

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

2

所有権移転 平成30年3月30日 原因 平成30年3月30日 売買

 第30330号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ｂ之助

所有権移転請求権

仮登記

平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約

 第2777号  権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地

 Ｂ之助 本登記がされると
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１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

２ 第3条各号に掲げる権利（所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、
抵当権、賃借権 等）について、実体的な物権変動（保存・設定・移転 等）は生じて
いないが、請求権（始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見
込まれるものを含む。）を保全しようとするとき。

［２号仮登記］
   ①将来について物権変動を生じさせる請求権が発生しているとき（売買予約） 。

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

所有権移転請求権

仮登記

平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約

 第2777号  権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地

 Ｂ之助

2

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 平成5年5月5日 原因 平成5年5月5日 売買

 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ａ太郎

3 所有権移転 令和　年　月　日 原因 令和　年　月　日 売買

 第4848号  所有者　静岡県▲▼市▲▼町△△番地

 Ｃ悟朗

余白 余白 余白 余白

ところが…

Ａ太郎がＣ悟朗に
売ってしまった。

Ｂ之助とＣ悟朗は
どちらが勝つのか？
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１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

２ 第3条各号に掲げる権利（所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、
抵当権、賃借権 等）について、実体的な物権変動（保存・設定・移転 等）は生じて
いないが、請求権（始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見
込まれるものを含む。）を保全しようとするとき。

［２号仮登記］
   ①将来について物権変動を生じさせる請求権が発生しているとき（売買予約） 。

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

所有権移転請求権

仮登記

平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約

 第2777号  権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地

 Ｂ之助

2

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 平成5年5月5日 原因 平成5年5月5日 売買

 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ａ太郎

3 所有権移転 令和　年　月　日 原因 令和　年　月　日 売買

 第4848号  所有者　静岡県▲▼市▲▼町△△番地

 Ｃ悟朗

余白 余白 余白 余白

Ｃ悟朗
・登記を備えている
 ⇒対抗力あり（第三者には）
 ※ただし、Ｂ之助には

順位で負ける。

Ｂ之助
・仮登記に対抗力はない
＊順位保全効 は あり
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4 ３番所有権抹消 ２番仮登記の本登記により平成6年6月6日

登記

3 所有権移転 令和4年4月4日 原因 令和4年4月4日 売買

 第4848号  所有者　静岡県▲▼市▲▼町△△番地

 Ｃ悟朗

2

所有権移転 令和6年6月6日

 Ｂ之助

 第2777号

原因 令和6年6月6日 売買

 第6666号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

所有権移転請求権

仮登記  権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地

 Ｂ之助

平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ａ太郎

1 所有権移転 平成5年5月5日 原因 平成5年5月5日 売買

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的

余白

１．（１）仮登記
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

Ｂ之助 が取得するパターン

←① 仮登記に基づく本登記を申請

ただし、
利害関係人（Ｃ悟朗）の承諾必要
（承諾しなければ訴訟）

←② ２番の本登記により
Ｃ悟朗の３番所有権は職権抹消
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１．（１）仮登記

［仮登記とは？］

不動産登記法 第105条

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

２ 第3条各号に掲げる権利（所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、
抵当権、賃借権 等）について、実体的な物権変動（保存・設定・移転 等）は生じて
いないが、請求権（始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見
込まれるものを含む。）を保全しようとするとき。

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

2 所有権移転請求権

仮登記

平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約

 第2777号  権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地

 Ｂ之助

1 所有権移転 平成25年5月5日 原因 平成25年5月5日 売買

 第2555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ａ太郎

4 ２番仮登記抹消 令和8年12月12日

 第81212号

原因 令和8年12月10日 解除

3 所有権移転 令和8年8月8日 原因 令和8年8月8日 売買

 第4848号  所有者　静岡県▲▼市▲▼町△△番地

 Ｃ悟朗

余白抹消 余白抹消 余白抹消 余白抹消

Ｃ悟朗 が取得するパターン

ⅰ. Ｂ之助 既に買う気なし…
ⅱ. Ｂ之助 の予約完結権 時効消滅

2020年4月1日以降の契約  ５年
2020年４月1日以前の契約 １０年

仮登記抹消へ 申請者は次のいずれも可

 □ Ａ太郎またはＣ悟朗とＢ之助 の 
共同申請

 □ Ｂ之助 の 単独申請
 □（Ｂ之助の承諾書添付して）
 Ｃ悟朗 の 単独申請

 仮登記の抹消
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１．（１）仮登記 混同による抹消
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

民法第５２０条（混同）

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第
三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

［混同とは］
同一物について複数の物権あるいは債権債務関係が同一人に帰属した場合、
存続させておく必要のない権利を消滅させるという法律の規定

（例）借地人が借地の所有権を取得した場合、

⇒ 原則として借地権は混同により消滅する。
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１．（１）仮登記 混同による抹消
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

 Ａ太郎

2 条件付所有権移転

仮登記

平成6年6月6日  原因 平成6年6月6日 贈与

（条件 農地法第５条の許可） 第6666号

 権利者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ｂ二郎

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 平成5年5月5日 原因 平成5年5月5日 売買

 第5555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

余白 余白 余白 余白

Ａ太郎が、
農地法の許可を条件に
農地（畑・田）を
Ｂ二郎に贈与した。
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１．（１）仮登記 混同による抹消
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

 権利者　静岡県□□市□□町□番□号

3 所有権移転

Ｂ二郎

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 平成5年5月5日 原因 平成5年5月5日 売買

令和5年5月5日 原因 令和５年５月５日相続

 第5555号  所有者　　静岡県□□市□□町□番□号

 第6666号

 Ｂ二郎

2 条件付所有権移転

仮登記

 第5555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ａ太郎

平成6年6月6日  原因 平成6年6月6日 贈与

（条件 農地法第５条の許可）

余白 余白 余白 余白

Ａ太郎が、
農地法の許可を条件に
農地（畑・田）を
Ｂ二郎に贈与した。

しかし、
農地法の許可が得られぬまま
Ａ太郎が死亡した。

Ｂ二郎は、相続により
本件農地を取得し、登記した。
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　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 平成5年5月5日 原因 平成5年5月5日 売買

 第5555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号

 Ａ太郎

2 条件付所有権移転

仮登記

平成6年6月6日  原因 平成6年6月6日 贈与

（条件 農地法第５条の許可） 第6666号

 権利者　静岡県□□市□□町□番□号

4 ２番条件付所有権

移転仮登記抹消

令和8年2月6日 原因 令和5年6月7日 混同

 第81212号

 Ｂ二郎

3 所有権移転 令和5年7月7日 原因 令和5年6月7日相続

 第5707号  所有者　　静岡県□□市□□町□番□号

Ｂ二郎

余白抹消 余白抹消 余白抹消 余白抹消

１．（１）仮登記 混同による抹消
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

Ａ太郎が、
農地法の許可を条件に
農地（畑・田）を
Ｂ二郎に贈与した。

しかし、
農地法の許可が得られぬまま
Ａ太郎が死亡した。

Ｂ二郎は、相続により
本件農地を取得し、登記した。

Ｂ二郎は、
「混同」を原因として
２番仮登記を抹消する。
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１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続
 第3033号  所有者　（住所省略）

　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ

　　持分２分の１ Ａ
　　持分２分の１ Ｃ

付記１号

　　持分３分の１ Ｃ

4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続
 第2525号  所有者　（住所省略）

原因 昭和46年5月5日 相続
 権利者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

2

昭和46年6月6日

 第4666号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ
　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

余白 余白 余白
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5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続
 第3033号  所有者　（住所省略）

　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ

　　持分２分の１ Ａ
　　持分２分の１ Ｃ

付記１号

　　持分３分の１ Ｃ

4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続
 第2525号  所有者　（住所省略）

原因 昭和46年5月5日 相続
 権利者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

2

昭和46年6月6日

 第4666号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ
　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

余白 余白 余白

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

① 甲は、Ａ、Ｂ、Ｃ の３名と 土地の交換契約をした
（土地が農地のため、農地法許可の条件付）
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5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続
 第3033号  所有者　（住所省略）

　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ

　　持分２分の１ Ａ
　　持分２分の１ Ｃ

付記１号

　　持分３分の１ Ｃ

4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続
 第2525号  所有者　（住所省略）

原因 昭和46年5月5日 相続
 権利者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

2

昭和46年6月6日

 第4666号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ
　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

余白 余白 余白

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

① 甲は、Ａ、Ｂ、Ｃ の３名と 土地の交換契約をした
（土地が農地のため、農地法許可の条件付）

② Ｂが死亡し、Ｃが Ｂの「条件付所有権」を相続した。
（仮登記の移転）
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5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続
 第3033号  所有者　（住所省略）

　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ

　　持分２分の１ Ａ
　　持分２分の１ Ｃ

付記１号

　　持分３分の１ Ｃ

4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続
 第2525号  所有者　（住所省略）

原因 昭和46年5月5日 相続
 権利者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

2

昭和46年6月6日

 第4666号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ
　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

余白 余白 余白

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

① 甲は、Ａ、Ｂ、Ｃ の３名と 土地の交換契約をした
（土地が農地のため、農地法許可の条件付）

② Ｂが死亡し、Ｃが Ｂの「条件付所有権」を相続した。
（仮登記の移転）

③ 地目変更により農地が宅地となったため、
甲、Ａ、Ｃ の３名は、２番仮登記の本登記を経ることなく、
甲→Ａ・Ｃ への移転登記を行った。
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5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続
 第3033号  所有者　（住所省略）

　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ

　　持分２分の１ Ａ
　　持分２分の１ Ｃ

付記１号

　　持分３分の１ Ｃ

4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続
 第2525号  所有者　（住所省略）

原因 昭和46年5月5日 相続
 権利者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

2

昭和46年6月6日

 第4666号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ
　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

余白 余白 余白

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

① 甲は、Ａ、Ｂ、Ｃ の３名と 土地の交換契約をした
（土地が農地のため、農地法許可の条件付）

② Ｂが死亡し、Ｃが Ｂの「条件付所有権」を相続した。
（仮登記の移転）

③ 地目変更により農地が宅地となったため、
甲、Ａ、Ｃ の３名は、２番仮登記の本登記を経ることなく、
甲→Ａ・Ｃ への移転登記を行った。

④ Ａが死亡し、Ｃが Ａの持分を相続した。
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5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続
 第3033号  所有者　（住所省略）

　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ

　　持分２分の１ Ａ
　　持分２分の１ Ｃ

付記１号

　　持分３分の１ Ｃ

4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続
 第2525号  所有者　（住所省略）

原因 昭和46年5月5日 相続
 権利者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

2

昭和46年6月6日

 第4666号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ
　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

余白 余白 余白

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

① 甲は、Ａ、Ｂ、Ｃ の３名と 土地の交換契約をした
（土地が農地のため、農地法許可の条件付）

② Ｂが死亡し、Ｃが Ｂの「条件付所有権」を相続した。
（仮登記の移転）

③ 地目変更により農地が宅地となったため、
甲、Ａ、Ｃ の３名は、２番仮登記の本登記を経ることなく、
甲→Ａ・Ｃ への移転登記を行った。

④ Ａが死亡し、Ｃが Ａの持分を相続した。

⑤ Ｃが死亡し、Ｄが 所有権全部を相続した。
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5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続
 第3033号  所有者　（住所省略）

　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ
4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続

 第2525号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ｃ

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ａ

付記１号 ２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

昭和46年6月6日 原因 昭和46年5月5日 相続
 第4666号  権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ｃ

2 条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ
　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号  所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的

余白 余白 余白

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

２分の１ Ａ ２分の１ Ｃ

２分の２ Ｃ

Ｄ

↓

↓

  Ｄは、本件土地を 静岡市に取得させるにあたって、
←  静岡市から「２番仮登記を抹消する」

  ように言われた。

実体及び登記上、Ｄが単独所有

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
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　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ
5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続

 第3033号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ｃ
4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続

 第2525号  所有者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ａ

　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

付記１号 ２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

昭和46年6月6日 原因 昭和46年5月5日 相続
 第4666号  権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ｃ

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

2 条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

余白 余白 余白

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

２分の１ Ａ ２分の１ Ｃ

２分の２ Ｃ

Ｄ

↓

↓

３分の１ Ａ ３分の２ Ｃ

↓

３分の１ Ａ ３分の１ Ｂ ３分の１ Ｃ

実体及び登記上、Ｄが単独所有

仮登記は、以下のとおり推移

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
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　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ
5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続

 第3033号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ｃ
4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続

 第2525号  所有者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ａ

　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

付記１号 ２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

昭和46年6月6日 原因 昭和46年5月5日 相続
 第4666号  権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ｃ

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

2 条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

余白 余白 余白

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

２分の１ Ａ ２分の１ Ｃ

２分の２ Ｃ

Ｄ

↓

↓

３分の１ Ａ ３分の２ Ｃ

↓

３分の１ Ａ ３分の１ Ｂ ３分の１ Ｃ

実体及び登記上、Ｄが単独所有

仮登記は、以下のとおり推移

Ｄは、仮登記を抹消できるか？

甲、Ａ、Ｂ、Ｃ は既に故人

抹消原因は、「混同」か？

仮登記と本登記とで、
持分（分数）が異なるが…(-_-;)

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
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　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ
5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続

 第3033号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ｃ
4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続

 第2525号  所有者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ａ

　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

付記１号 ２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

昭和46年6月6日 原因 昭和46年5月5日 相続
 第4666号  権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ｃ

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

2 条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

余白 余白 余白

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

２分の１ Ａ ２分の１ Ｃ

２分の２ Ｃ

Ｄ

↓

↓

３分の１ Ａ ３分の２ Ｃ

↓

３分の１ Ａ ３分の１ Ｂ ３分の１ Ｃ

実体及び登記上、Ｄが単独所有

仮登記は、以下のとおり推移

Ｄは、仮登記を抹消できるか？

甲、Ａ、Ｂ、Ｃ は既に故人

抹消原因は、「混同」か？

仮登記と本登記とで、
持分（分数）が異なるが…(-_-;)

Ａについては、
昭和51年に混同が生じているが、

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
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　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ
5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続

 第3033号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ｃ
4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続

 第2525号  所有者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ａ

　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

付記１号 ２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

昭和46年6月6日 原因 昭和46年5月5日 相続
 第4666号  権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ｃ

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

2 条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

余白 余白 余白

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

２分の１ Ａ ２分の１ Ｃ

２分の２ Ｃ

Ｄ

↓

↓

３分の１ Ａ ３分の２ Ｃ

↓

３分の１ Ａ ３分の１ Ｂ ３分の１ Ｃ

実体及び登記上、Ｄが単独所有

仮登記は、以下のとおり推移

Ｄは、仮登記を抹消できるか？

甲、Ａ、Ｂ、Ｃ は既に故人

抹消原因は、「混同」か？

仮登記と本登記とで、
持分（分数）が異なるが…(-_-;)

Ａについては、
昭和51年に混同が生じているが、

Ｃについては、
昭和51年は２分の１のみ混混で
 ６分の１ については、
混同が生じていない。

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
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　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ
5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続

 第3033号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ｃ
4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続

 第2525号  所有者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ａ

　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

付記１号 ２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

昭和46年6月6日 原因 昭和46年5月5日 相続
 第4666号  権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ｃ

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

2 条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

余白 余白 余白

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

２分の１ Ａ ２分の１ Ｃ

２分の２ Ｃ

Ｄ

↓

↓

３分の１ Ａ ３分の２ Ｃ

↓

３分の１ Ａ ３分の１ Ｂ ３分の１ Ｃ

実体及び登記上、Ｄが単独所有

仮登記は、以下のとおり推移

Ｄは、仮登記を抹消できるか？

甲、Ａ、Ｂ、Ｃ は既に故人

抹消原因は、「混同」か？

仮登記と本登記とで、
持分（分数）が異なるが…(-_-;)

Ａについては、
昭和51年に混同が生じているが、

Ｃについては、
昭和51年は２分の１のみ混同で
 ６分の１ については、
混同が生じていない。

＊Ｃについてすべての持分で
混同が完成するのは、平成25年

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例

29



6 ２番条件付所有権

移転仮登記抹消

令和7年12月3日 昭和51年5月１日持分３分の１混同

 第7123号 平成25年1月8日混同

　　Ｄ

　　持分２分の１ Ｃ
5 所有権移転 平成30年3月3日 原因 平成30年2月2日 相続

 第3033号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ｃ
4 Ａ持分全部移転 平成25年2月5日 原因 平成25年１月8日 相続

 第2525号  所有者　（住所省略）

3 所有権移転 昭和51年5月1日 原因 昭和51年5月1日 交換
 第5151号  所有者　（住所省略）

　　持分２分の１ Ａ

　　持分３分の１ Ｂ
　　持分３分の１ Ｃ

付記１号 ２番条件付所有権

Ｂ持分全部移転

昭和46年6月6日 原因 昭和46年5月5日 相続
 第4666号  権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ｃ

 所有者　静岡市□□町□番□号

 甲

2 条件付所有権移転

仮登記

昭和43年7月7日  原因 昭和43年7月7日 交換

（条件 農地法第５条の許可） 第4377号

 権利者　（住所省略）

　　持分３分の１ Ａ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

所有権移転 昭和40年4月4日 原因 昭和40年3月3日 相続

 第4044号

余白抹消 余白抹消 余白抹消

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

２分の１ Ａ ２分の１ Ｃ

２分の２ Ｃ

Ｄ

↓

↓

３分の１ Ａ ３分の２ Ｃ

↓

３分の１ Ａ ３分の１ Ｂ ３分の１ Ｃ

実体及び登記上、Ｄが単独所有

仮登記は、以下のとおり推移

結論

 Ｄは、「混同」を原因として、
 １件の申請で
 ２番仮登記を抹消できる。

１．（１）仮登記 混同による抹消 複雑な事例
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第７回 用地買収問題シリーズ研修
１．仮登記・地上権の抹消
（２）地上権の抹消

日本司法書士会 連合会 イメージキャラクター

しほ～しし
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１．（２）地上権 混同による抹消
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

［地上権とは？］

民法 第265条

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用す
る権利を有する。

［混同とは］
同一物について複数の物権あるいは債権債務関係が同一人に帰属した場合、
存続させておく必要のない権利を消滅させるという法律の規定

（例）地上権者が対象土地の所有権を取得した場合、

⇒ 原則として地上権権は混同により消滅する。
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１．（２）地上権 混同による抹消 複雑な事例
 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

付記１号 １番地上権移転 昭和16年7月7日  原因 大正4年4月4日 Ｂ家督相続

　　  昭和16年6月6日 家督相続 第1677号

 地上権者　（住所 省略）

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 地上権設定 明治35年8月8日 原因 明治35年8月8日 証書設定

 第3588号  地上権者　（住所 省略）

 　　　Ａ

 　　　Ｃ

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的

　　Ｅ

平成12年4月4日

 第1244号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 　　　Ｄ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 昭和59年11月1日 原因 昭和59年10月2日 相続

 第5911号

2 所有権移転 原因 平成12年3月3日 相続

 所有者　静岡市□□町□番□号
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 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

付記１号 １番地上権移転 昭和16年7月7日  原因 大正4年4月4日 Ｂ家督相続

　　  昭和16年6月6日 家督相続 第1677号

 地上権者　（住所 省略）

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 地上権設定 明治35年8月8日 原因 明治35年8月8日 証書設定

 第3588号  地上権者　（住所 省略）

 　　　Ａ

 　　　Ｃ

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的

　　Ｅ

平成12年4月4日

 第1244号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 　　　Ｄ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 昭和59年11月1日 原因 昭和59年10月2日 相続

 第5911号

2 所有権移転 原因 平成12年3月3日 相続

 所有者　静岡市□□町□番□号

  Ｅは、本件土地を 静岡市に取得させるにあたって、
←  静岡市から「地上権の登記を抹消する」

  ように言われた。

← 現在の所有者は、Ｅ

  登記上、所有権と地上権とで同一の名義人がいない。
⇒ 混同による抹消 は可能か？

１．（２）地上権 混同による抹消 複雑な事例
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 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

付記１号 １番地上権移転 昭和16年7月7日  原因 大正4年4月4日 Ｂ家督相続

　　  昭和16年6月6日 家督相続 第1677号

 地上権者　（住所 省略）

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 地上権設定 明治35年8月8日 原因 明治35年8月8日 証書設定

 第3588号  地上権者　（住所 省略）

 　　　Ａ

 　　　Ｃ

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的

　　Ｅ

平成12年4月4日

 第1244号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 　　　Ｄ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 昭和59年11月1日 原因 昭和59年10月2日 相続

 第5911号

2 所有権移転 原因 平成12年3月3日 相続

 所有者　静岡市□□町□番□号

  司法書士Ｗは、
  Ｅからの聴取 及び 戸籍の調査 により、
  以下を確認した

 

   相続関係
Ａ：Ｅの高祖父

   Ｂ：Ｅの曾祖父
   Ｃ：Ｅの祖父
   Ｄ：Ｅの父

 地上権については、登記上、
← Ａ⇒Ｂ⇒Ｃ の移転が 判明している。

 このまま、地上権についても、
 Ｃ⇒Ｄ⇒Ｅ と相続移転させた上で、
 「混同による地上権抹消」を申請すべきか？

１．（２）地上権 混同による抹消 複雑な事例
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 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白

付記１号 １番地上権移転 昭和16年7月7日  原因 大正4年4月4日 Ｂ家督相続

　　  昭和16年6月6日 家督相続 第1677号

 地上権者　（住所 省略）

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 地上権設定 明治35年8月8日 原因 明治35年8月8日 証書設定

 第3588号  地上権者　（住所 省略）

 　　　Ａ

 　　　Ｃ

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的

　　Ｅ

平成12年4月4日

 第1244号

 所有者　静岡市□□町□番□号

 　　　Ｄ

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 昭和59年11月1日 原因 昭和59年10月2日 相続

 第5911号

2 所有権移転 原因 平成12年3月3日 相続

 所有者　静岡市□□町□番□号

  司法書士Ｗは、
  本件土地について、閉鎖登記簿を調査した。

〔 〕
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１．（２）地上権 混同による抹消 複雑な事例

36



１番地上権抹消

1 地上権設定

 地上権者　（住所 省略）

 　　　Ａ
付記１号 １番地上権移転 昭和16年7月7日  原因 大正4年4月4日 Ｂ家督相続

　　  昭和16年6月6日 家督相続 第1677号

所有権移転 原因 平成12年3月3日 相続

 第1244号  所有者　静岡市□□町□番□号

　　Ｅ

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

原因 昭和16年6月6日 混同

 第8206号

 地上権者　（住所 省略）

 　　　Ｃ
令和8年2月6日

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

明治35年8月8日 原因 明治35年8月8日 証書設定

 第3588号

順位番号 登 記 の 目 的

2

 第5911号  所有者　静岡市□□町□番□号

 　　　Ｄ
平成12年4月4日

1 所有権移転

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的

昭和59年11月1日 原因 昭和59年10月2日 相続

2

 権利者　静岡県◇◇市◇◇町◇◇番地 第2777号  Ｂ之助2 所有権移転請求権仮登記 平成27年7月7日 原因 平成27年7月7日 売買予約順位番号登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項 第555号  所有者　静岡県□□市□□町□番□号 Ａ太郎所有権移転1 平成5年5月5日 原因 平成5 年5月5日 売買　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）余白 余白 余白 余白   司法書士Ｗは、
  本件土地について、閉鎖登記簿を調査した。

〔 〕
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Ｃは、昭和9年9月9日に、本件土地を購入
   昭和16年6月6日に、地上権を家督相続

よって、昭和16年6月6日時点で、
地上権は 混同により消滅 していることが判明

１．（２）地上権 混同による抹消 複雑な事例
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第７回 用地買収問題シリーズ研修
２．古い抵当権の抹消

日本司法書士会 連合会 イメージキャラクター

しほ～しし
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２．放置された古い抵当権

［発生原因］

❏明治、大正、昭和 に設定され、抹消されないまま

❏祖父母や親から相続を受けた土地や建物を登記する際に気付く。

［障害］

⇒ そのままでは売却できない。

❏抵当権者（債権者）が、

・個人であれば、間違いなく死亡している…

・法人の場合、解散・清算結了していることが多い…

❏弁済が完了しているか否かも不明

⇒ 抹消の方法がわからず困惑する…
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抵当権の抹消登記の方法

［原則］

① 抵当権者（債権者）との共同申請 (不動産登記法60 条）

② 訴訟を提起して判決を取得⇒単独申請（不動産登記法63条1項）

［特例：抵当権者の「所在が知れない」場合］

③ 除権決定⇒単独申請（不動産登記法70条1項・3項）

④ 弁済証書等⇒単独申請（不動産登記法70条4項 前段）

⑤ 供託（２０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条4項 後段）

⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）
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⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）

古い抵当権の抹消 法人の場合［１］ ３０年経過した解散法人

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的

 所有者　静岡市□□町□番□号

　　 　　　甲太郎

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 抵当権設定 明治36年3月6日 原因 明治36年3月6日 約定証書設定

 第3636号 債権額　金300円

利息　日歩２銭８厘
抵当権者

　　株式会社 沼津沼商会

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 平成25年2月5日 原因 平成24年12月12日 相続

 第2525号
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⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）

債権額　金300円

利息　日歩２銭８厘
抵当権者

　　株式会社 沼津沼商会

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 平成25年2月5日 原因 平成24年12月12日 相続

 第2525号  所有者　静岡市□□町□番□号

　　 　　　甲太郎

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 抵当権設定 明治36年3月6日 原因 明治36年3月6日 約定証書設定

 第3636号

古い抵当権の抹消 法人の場合［１］ ３０年経過した解散法人
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⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）

［要件］

（１）抵当権者である法人が解散していること

（２）清算人の所在が判明しない

（３）被担保債権の弁済期から30年を経過していること

（４）法人の解散の日から30年を経過していること

（解散した法人の担保権に関する登記の抹消）

第７２条の２ 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第２項に
規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共
同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、
被担保債権の弁済期から３０年を経過し、かつ、その法人の解散の日から３０年を経過したとき
は、第６０条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

古い抵当権の抹消 法人の場合［１］ ３０年経過した解散法人
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⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）

［要件］

（１）抵当権者である法人が解散していること

（２）清算人の所在が判明しない

（３）被担保債権の弁済期から30年を経過していること

（４）法人の解散の日から30年を経過していること

古い抵当権の抹消 法人の場合［１］ ３０年経過した解散法人

（１）・（４）

閉鎖商業登記簿謄本により法人が解散し、

解散の日から30年を経過していることを確認
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⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）

［要件］

（１）抵当権者である法人が解散していること

（２）清算人の所在が判明しない

（３）被担保債権の弁済期から30年を経過していること

（４）法人の解散の日から30年を経過していること

古い抵当権の抹消 法人の場合［１］ ３０年経過した解散法人

（３）・登記簿の「弁済期」

 ・金銭消費貸借契約証書・売買契約書等の「弁済期」

     ・登記簿の「債権成立の日」（登記簿に「弁済期」なし）

     ・登記簿の「抵当権設定日」（登記簿に「弁済期」「債権成立の日」なし）

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的

 所有者　静岡市□□町□番□号

　　 　　　甲太郎

受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 抵当権設定 明治36年3月6日 原因 明治36年3月6日 約定証書設定

 第3636号 債権額　金300円

利息　日歩２銭８厘
抵当権者

　　株式会社 沼津沼商会

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1 所有権移転 平成25年2月5日 原因 平成24年12月12日 相続

 第2525号
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⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）

［要件］

（１）抵当権者である法人が解散していること

（２）清算人の所在が判明しない

（３）被担保債権の弁済期から30年を経過していること

（４）法人の解散の日から30年を経過していること

古い抵当権の抹消 法人の場合［１］ ３０年経過した解散法人

（２）・調査報告書

 ・清算人の登記簿上の住所について「不在住証明書」「不在籍証明書」

 ・配達証明付き書留郵便が「宛て所がない」ため返送された封筒
（法人の登記簿上の本店所在地 宛て / 清算人の登記簿上の住所 宛て）
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⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）

［要件］

（１）抵当権者である法人が解散していること

（２）清算人の所在が判明しない

（３）被担保債権の弁済期から30年を経過していること

（４）法人の解散の日から30年を経過していること

古い抵当権の抹消 法人の場合［１］ ３０年経過した解散法人

（２）・調査報告書

 ・清算人の登記簿上の住所について「不在住証明書」「不在籍証明書」

 ・配達証明付き書留郵便が「宛て所がない」ため返送された封筒
（法人の登記簿上の本店所在地 宛て / 清算人の登記簿上の住所 宛て）

③除権決定、④弁済証書等、⑤供託 は、   

「法人が行方不明」が要件       

閉鎖登記簿あるためほぼ不可

⇔
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⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）

［メリット］

☆ 手間が少ない（時間・費用もかからない）/裁判所の関与なし

☆ 法人の場合、「清算人の所在が判明しない」場合に利用可

古い抵当権の抹消 法人の場合［１］ ３０年経過した解散法人

③除権決定、④弁済証書等、⑤供託 は、   

「法人が行方不明」が要件、閉鎖登記簿あるためほぼ不可

⇔

［利用できない場合］

３０年経過していないと不可
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⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）

登 記 申 請 書

 登記の目的  ◯番抵当権抹消

 原 因  不動産登記法第７０条の２の規定による抹消

 権 利 者（申請人） 住所  氏名

 義 務 者 本店所在地 名称

 添 付 書 類 登記原因証明情報
委任状

 登録免許税 １,０００円（不動産１個につき）

○閉鎖商業登記簿謄本
（解散から３０年経過を証明）
○調査報告書
○不在住証明書・不在籍証明書
（清算人の登記簿上の住所について住民票・
戸籍の附票が取得できないことを証明）

○「宛て所がない」ため返送された法人及び
清算人宛ての配達証明付き書留郵便の封筒

○不動産の登記事項証明書・金銭消費貸借契約
証書・売買契約書等

（被担保債権の弁済期から３０年経過を証明）

古い抵当権の抹消 法人の場合［１］ ３０年経過した解散法人
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1 抵当権設定 明治36年3月6日 原因 明治36年3月6日 約定証書設定

 第3636号 債権額　金300円

利息　日歩２銭８厘
抵当権者

　　株式会社 三島銀行

所有権移転 平成25年2月5日 原因 平成24年12月12日 相続

 第2525号  所有者　静岡市□□町□番□号

　　 　　　甲太郎

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

古い抵当権の抹消 法人の場合［２］ 承継法人がある場合

銀行変遷史データベース（一般社団法人全国銀行協会が管理するＨＰ「銀行図書館」）
① 昭和１０年に 三島銀行が□□銀行に合併された。
② 昭和１２年に□□銀行が◆◆銀行に合併された。
③ 昭和１８年に◆◆銀行と静岡▲▼銀行が合併し，現在の■■銀行となった。

㊟ 内容は
架空です
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1 抵当権設定 明治36年3月6日 原因 明治36年3月6日 約定証書設定

 第3636号 債権額　金300円

利息　日歩２銭８厘
抵当権者

　　株式会社 三島銀行

所有権移転 平成25年2月5日 原因 平成24年12月12日 相続

 第2525号  所有者　静岡市□□町□番□号

　　 　　　甲太郎

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

古い抵当権の抹消 法人の場合［２］ 承継法人がある場合

銀行変遷史データベース（一般社団法人全国銀行協会が管理するＨＰ「銀行図書館」）
① 昭和１０年に 三島銀行が□□銀行に合併された。
② 昭和１２年に□□銀行が◆◆銀行に合併された。
③ 昭和１８年に◆◆銀行と静岡▲▼銀行が合併し，現在の■■銀行となった。

①～③について

 ・閉鎖登記簿上、記載あり（合併 等）
⇒ ■■銀行 との 共同申請

（３０年経過による抹消は 不可）

 

［原則］① 抵当権者（債権者）との共同申請 (不動産登記法60 条）
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1 抵当権設定 明治36年3月6日 原因 明治36年3月6日 約定証書設定

 第3636号 債権額　金300円

利息　日歩２銭８厘
抵当権者

　　株式会社 三島銀行

所有権移転 平成25年2月5日 原因 平成24年12月12日 相続

 第2525号  所有者　静岡市□□町□番□号

　　 　　　甲太郎

　権　利　部 （乙 区）　（所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

　権　利　部 （甲 区）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

1

古い抵当権の抹消 法人の場合［２］ 承継会社がない場合

銀行変遷史データベース（一般社団法人全国銀行協会が管理するＨＰ「銀行図書館」）
① 昭和１０年に 三島銀行が□□銀行に合併された。
② 昭和１２年に□□銀行が◆◆銀行に合併された。
③ 昭和１８年に◆◆銀行と静岡▲▼銀行が合併し，現在の■■銀行となった。

①～③について

 ・閉鎖登記簿上、記載あり（合併 等）
⇒ ■■銀行 との共同申請

（３０年経過による抹消は 不可）

 ・閉鎖登記簿上、記載なし（事業譲渡 等）
⇒ ■■銀行 との共同申請 不可
３０年経過 ⇒ ７０条の２による抹消
３０年経過していない ⇒ 他の方法
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③ 除権決定を得ての単独申請（不動産登記法70条1項・3項）

［要件］

・登記義務者（抵当権者）の所在が知れない

・被担保債権の消滅（証明）

［手続き］

・非訟事件手続法に基づく公示催告の申立て

（管轄：登記義務者（抵当権者）の住所地）

［期間］

     ・催告期間（最低2か月）、公示催告公告後、除権決定が出るまでに権利の
届出期間（最低2か月）を経て、除権決定

古い抵当権の抹消 ［３］除権決定を得ての抹消
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③ 除権決定を得ての単独申請（不動産登記法70条1項・3項）

［メリット］

☆ ～年経過等の要件はない。 ☆書面等があれば利用可

［デメリット］

★ 期間が長く（半年程度）かかる

★ 法人は困難（閉鎖登記簿あれば「行方不明」とされない）

⇔ 閉鎖登記簿が廃棄されていれば利用可

★ 被担保債権の消滅（完済等）の証明が必要 ※ 書面等がなければ無理

★ 消滅時効を主張する場合、事前に別途、訴訟が必要

⇒ はじめから訴訟のみの方が早い

よって、ほとんど利用されていない。

古い抵当権の抹消 ［３］除権決定を得ての抹消
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④ 弁済証書等による単独申請（不動産登記法70条4項 前段）

［要件］

・登記義務者（抵当権者）の所在が知れない（閉鎖登記簿廃棄で利用可）

・債権証書（金銭消費貸借契約書等）の添付

・被担保債権及び最後の2 年分の利息その他の定期金（債務不履行により生じた
損害遅延金を含む。）の完全な弁済があったことを証する情報（領収書等）の添付

［メリット］

☆ 金銭消費貸借契約書・領収書等が保管されていれば利用可

☆ ～年経過等の要件はない。

☆ 裁判所での手続き不要  

古い抵当権の抹消 ［４］弁済証書による抹消

［デメリット］閉鎖登記簿あれば不可
⇕ （「行方不明」とされない）

↑

［デメリット］ 保管されていることは少ない

よって、ほとんど利用されていない。
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⑤ 供託による単独申請（不動産登記法70条4項 後段）

［要件］

・登記義務者（抵当権者）の所在が知れない

・債権の弁済期から２０年が経過

・債権の弁済期から２０年を経過した後に、被担保債権・利息・債務の不履行に
よって生じた損害の全額に相当する金銭を供託

※ 供託時点の残債務額ではない

［供託原因］

・債権者の受領不能（債権者が行方不明）

・債権者の確知不能（債権者が死亡し相続人が不明）

古い抵当権の抹消 ［５］供託による抹消
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⑤ 供託による単独申請（不動産登記法70条4項 後段）

［メリット］

☆ ２０年経過でよい。

☆ 「全額」といっても低額（貨幣価値の変動を考慮する必要なし）

古い抵当権の抹消 ［５］供託による抹消
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⑤ 供託による単独申請（不動産登記法70条4項 後段）

［メリット］

☆ ２０年経過でよい。

☆ 「全額」といっても低額（貨幣価値の変動を考慮する必要なし）

［デメリット］

★ 法人は困難（閉鎖登記簿により「行方不明」とされない）⇔ 登記簿廃棄で利用可

★ 自然人でも相続人の所在が判明した場合は不可

◆ 「１名行方不明」で「全額供託」は不可

   ★ ２０年経過は必要

   ★ 供託金額の計算が面倒…

古い抵当権の抹消 ［５］供託による抹消
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抵当権者が法人の場合

（１）解散している場合 ＊行方不明か？ ⇒ ほとんど不可（閉鎖登記簿はある）

① 清算人が存命・連絡可 ⇒（清算人との）共同申請

② 清算人が死亡または所在不明 

・特別清算人（スポット清算人）選任申立て ⇒（特別清算人との）
共同申請

または

・訴訟（特別代理人 or 公示送達） 

 

古い抵当権の抹消 ［６］法人の場合 その他

（法人の代表者等への準用）

 民事訴訟法 第３７条

この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、
又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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抵当権者が法人の場合

（２）法人が休眠状態の場合 （登記簿上、解散・清算結了されていない）
※ みなし解散＝株式会社は12年間、一般社団法人・一般財団法人は５年間

 登記の変動がない場合 ⇒ 法務局が解散の登記       
＊ 他の法人（特例有限会社・合同会社 等）には、みなし解散なし

      ＊ 株式会社でも12年経っていない

□ 取締役・理事が死亡または所在不明 

・一時取締役（仮取締役）選任申立て ⇒（一時取締役との）共同申請
または

・訴訟（特別代理人 or 公示送達） 

 

古い抵当権の抹消 ［６］法人の場合 その他

（法人の代表者等への準用）

 民事訴訟法 第３７条

この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、
又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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抵当権者が自然人の場合 ⇒ 既に死亡

相続人調査（戸籍の追跡）⇒ 相続人全員が判明

（１）相続人全員に登記義務者として協力を求める（共同申請）

◇ 全員に事情を説明し、委任状をいただく

※ 権利証がないため、全員の実印押印と印鑑証明書も

古い抵当権の抹消 ［７］死亡した自然人の場合

（２）訴訟（相続人全員を被告として）を提起を提起⇒判決による単独申請
◇ 相続人全員を被告として訴訟を提起

＊ 相続人には「訴状が届くが無視する」よう丁寧に連絡→欠席裁判

◆ 被告（相続人）の一部が所在不明

「公示送達」 または 「特別代理人選任」  で対応
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抵当権者が自然人の場合 ⇒ 既に死亡

相続人調査（戸籍の追跡）⇒ 相続人全員が判明
  全員が死亡または相続放棄 ＝ 相続人不存在

古い抵当権の抹消 ［７］死亡した自然人の場合

（３）① 相続財産清算人 選任申立て
または

 ② 訴訟（特別代理人選任） で対応

民事訴訟法 第３５条１項

法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、 未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行
為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立て
ることができる。

 大審院昭和5年6月28日決定（民集9巻640頁）
相続人不分明による相続財産法人に代表者がいない場合に、相続財産に対して民事訴訟を提起しようとする者は、
特別代理人の選任を申し立てることができる。
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休眠抵当権の抹消登記の方法

［原則］

① 抵当権者との共同申請 (不動産登記法60 条）

② 訴訟を提起して判決を取得⇒単独申請（不動産登記法63条1項）

［特例］

③ 除権決定⇒単独申請（不動産登記法70条1項・3項）

④ 弁済証書等⇒単独申請（改正不動産登記法70条4項 前段）

⑤ 供託（２０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条4項 後段）

⑥ 解散した法人（３０年経過）⇒単独申請（不動産登記法70条の2）
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ご清聴 ありがとうございました。

ご参考になれば幸いです。
司法書士・静岡県公共嘱託登記司法書士協会に

ご相談ください。

しほ～しし
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(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会
嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は
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静岡県公共嘱託登記司法書士協会について

・静岡県公共嘱託登記司法書士協会とは

・静岡県公共嘱託登記司法書士協会の活動

・相続人調査について

・司法書士をご活用ください



(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会
嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は

静岡県公共嘱託登記司法書士協会とは

● 一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会は，司法書士法にそ
の設立根拠をもつ公共の利益となる事業に登記を通じて寄与するため
に設立された組織です。

● 社員は全て県内司法書士であり，社員数は，100名を超えています。

● 昭和60年の設立以来，数多くの嘱託登記事件を取扱っています。

● 長期相続登記等未了土地解消作業における相続人調査を、静岡地方
法務局より平成30年度から令和7年度（8年間）まで毎年継続して受
託し、合計3,000件を超える複雑な相続案件を処理しております。

【受託可能な官公署等】

①国又は地方公共団体
②司法書士法第６８条第１項の政令（司法書士
法施行令第４条）で定める公共の利益となる事
業を行う者
③司法書士法第６８条の法令により国又は地方
公共団体とみなして不動産登記法が準用される
諸団体

【受注から納品までの体制】

県内くまなく社員を配置しています。社員を
１０地区（浜松，湖西，磐田，掛川，志太榛原，
静岡，清水，富士，沼津，下田）に分けており，
また，各地区の官公署との窓口としての役割を
担う担当者を設けることで，受託から納品まで
迅速に対応できる体制を確立しています。
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(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会
嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は

静岡県公共嘱託登記司法書士協会の活動

• 用地買収問題シリーズ研修会の開催（平成30年度～）

（公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との共催）

・第1回 休眠担保権抹消に関する登記手続き（基礎編）

・第2回 旧民法から現行民法に至る相続適用法の変遷と相続人調査

の方法

・特別編  所有者不明土地と未登記問題

・第3回 民法・不動産登記法改正 ～ 共有状態の解消を中心に ～

・第4回 不動産登記法改正 ～ 登記に関する論点を中心に ～

・第5回 「記名共有地」等に関する登記・法律実務

・第6回 旧民法から現行民法に至る相続適用法の変遷と相続人調査の方法
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(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会
嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は

相続人調査について

当協会は、不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請登
記手続の代理業務の前提となる相続人調査業務を受託する
ことにより、所有者不明土地問題の解消に向け、積極的に
取り組んで参ります。

相続人調査のご依頼は、下記までご連絡下さい。

静岡県公共嘱託登記司法書士協会 事務局
TEL 054-289-3700
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相続人調査について



(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会
嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は
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司法書士をご活用ください

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は，本法の施行に当たり，次の事項について格段の配慮をすべきである。

 （中略）

 三  空き家や所有者不明土地問題等の諸課題の解決に当たっては，

司法書士及び土地家屋調査士の有する

専門的知見や財産管理，筆界確定等についてのこれまでの実績に鑑み，

その積極的な活用を図ること。

司法書士法の一部改正（令和２年８月１日施行）

   （司法書士の使命）
   第一条 司法書士は，この法律の定めるところによりその業務とする

登記，供託，訴訟その他の法律事務の専門家として，国民の権利
  を擁護し，もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを
  使命とする。



(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会
嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は
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最後に

ご清聴頂き、

ありがとうございました。
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